
 

（新） 作業規程の準則（平成 28 年 3 月 31 日一部改正版） （旧） 作業規程の準則（平成 25 年 3 月 29 日一部改正版） 

（公共施設） 

第２３条 公共施設とは、電柱及びマンホールをいう。 

２ 電柱は、その支柱中心を記号中心と一致させて表示し、有線方向を 1.0mm 表示する。このとき、有線方向は、

 架設されているものすべてについて表示する。 

３ 支線及び枝線は、原則として表示しない。 

４ マンホールは、共同溝、ガス、電話、電力、下水及び上水は規模等を考慮し、それぞれの記号で表示する。 

 それ以外のものについては、公共性、規模等を考慮して、未分類を用いて表示する。 

 

（公共施設）  

第２３条 公共施設とは、電柱及びマンホールをいう。  

２ 電柱は、その支柱中心を記号中心と一致させて表示し、有線方向を 1.0mm 表示する。このとき、有線方向は、  

 架設されているものすべてについて表示する。  

３ 支線及び枝線は、原則として表示しない。  

４ マンホールは、共同溝、ガス、電話、電力、下水及び上水は、それぞれの記号で表示し、それ以外のものにつ  

 いては、公共性、規模等を考慮して、未分類を用いて表示する。  

 

 

（表示の原則） 

第４９条 

４ 記号の表示原則は、次の各号による。  

 一 平面記号は、座標位置を中心とする。  

 二 側面記号のうち、影のあるものは、影を除く射影の中心とする。  

 三 側面記号のうち、旗が立っているものは、旗を除いた図形の中心とする。  

 四 方向記号は、記号の中心を原点座標とし、Ｙ座標軸上に方向を示す座標を設定するものとする。 

 

（表示の原則） 

第４９条 

４ 記号の表示原則は、次の各号による。  

 一 平面記号は、座標位置を中心とする。  

 二 側面記号のうち、影のあるものは、影を除く射影の中心とする。  

 三 側面記号のうち、旗が立っているものは、旗を除いた図形の中心とする。  

 四 方向記号は、記号の中心を原点座標とし、Ｙ座標軸上を方向基点とする。 

 

第５章 整 飾 

 
第１節 通 則 

（整 飾） 

第８０条 整飾とは、図郭を表示し、数値地形図の読解に必要な事項等を図郭の周辺に表示して、その内容及び

体裁を整えることをいう。 
（整飾の表示事項） 

第８１条 整飾の表示事項は、設計書または特記仕様書によるものとする。ただし、数値地形図の凡例には、「平面

直角座標値は、世界測地系による。」ことを表示する。 

 

第 5 章 整 飾 

 
第１節 通 則 

（整 節） 

第８０条 整飾とは、図郭を表示し、数値地形図の読解に必要な事項等を図郭の周辺に表示して、その内容及び体

裁を整えることをいう。 
（整節の表示事項） 

第８１条 整節の表示事項は、設計書または特記仕様書によるものとする。ただし、数値地形図の凡例には、「平面

直角座標値は、世界測地系による。」ことを表示する。 
 



 



 



 



  

 

 

  



  

 

 

  



  

 

 



  



 



 

 


